
平成21年９月橋本市議会定例会会議録（第５号）その４ 

平成21年９月10日（木） 

                                       

 日程第24 議案第１号 平成21年度橋本市

一般会計補正予算（第４号）に

ついて 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）国道24号、青山の

前の交差点につきましては、現在もちょうど

国道24号に二つの市道が入ってございます。

ということで信号機が設置されてございます

けれども、そこの部分につきましては、南側

の道が拡幅されますので、交差点改良という

ことで、基本的には、そこの部分の現況の改

良は伴いますけれども、大きく変わることは

ございません。 

○議長（中西峰雄君）日程第24 議案第１号

平成21年度橋本市一般会計補正予算（第４号）

について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 便宜、補正予算説明書により歳出から款別

に行います。補正予算説明書の平成21年度一

般会計補正予算（第４号）の12ページをお開

きください。  それから、ＪＴの西側に南北の市道がある

わけでございますけれども、現在の道を拡幅

もしていきますけれども、それにつきまして

も、あえて信号機がつくとか、そういうこと

じゃございません。それに接道する道がちょ

っと拡幅されるということになってございま

す。 

 まず、２款総務費、12ページから17ページ

まで、質疑ありませんか。 

 13番 瀧君。 

○13番（瀧 洋一君）13ページなんですけれ

ども、企業誘致に要する経費の中で工事請負

費、市道妻・河瀬線道路改良工事費、これは

企業誘致用地への進入路ということなんです

けれども、これはＪＴの跡地の南側、オーク

ワのところですね。商業施設等を計画されて

おるというようなことも聞いておるんですが、

こちらへの進入路の関係なのかどうか、まず

お尋ねします。北側だと思うんですけども。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

 ２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）13ページの今のところ

の上の負担金補助及び交付金で、橋本駅バリ

アフリー化補助金、林間田園都市駅バリアフ

リー化補助金、林間田園都市駅耐震補強事業

補助金と三つあるんですけれども、この補助

金でどこの部分をどういうふうにしていくの

かという具体的な詳しい説明をお願いいたし

ます。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）現在、オークワの

持っている土地のほうじゃなくて、ＪＲの北

側、橋本市が持っている企業誘致用地の進入

路でございます。 ○議長（中西峰雄君）企画経営室長。 

○議長（中西峰雄君）13番 瀧君。 ○企画経営室長（野上義己君）ご質問にお答

えさせていただきます。 ○13番（瀧 洋一君）そしたら、これは北側、

当然南側でのところの進入路等、いろいろ計

画もあるかと思うんですが、信号等、北側へ

の進入路、また南側、これは国道24号からの

導線というので、どんな形になるのか、少し

説明をお願いします。 

 まず、橋本駅バリアフリー化補助金、これ

に関しましては、これまで議会のほうへも一

般質問なり予算の説明なりが出ております。

これの分の内容につきましては、エレベータ

ーの設置、それと駅内の表示等、それと公衆

－179－ 



用のトイレ、いわゆる多目的トイレの改修と

か、それと跨線橋のかけかえとか、そういう

ような内容になってございまして、ＪＲと南

海の橋本駅のバリアフリー化ということでご

ざいます。 

 それと、２点目の林間田園都市駅バリアフ

リー化の補助金でございますけれども、これ

につきましても南海林間田園都市駅のバリア

フリー化でございまして、現在、林間田園都

市駅につきましてはエスカレーター方式にな

ってございます。これを垂直移動という形に

変えていかんといかんということで、乗降客

が１万人以上もございますので、こういった

ところから、国のほうからの新法のバリアフ

リー化というようなことで事業を進めてまい

りたいというところです。 

 それと、林間田園都市駅の耐震化工事につ

きましては、国の鉄道施設総合安全対策事業

ということで、今後発生される大規模な地震

に備えまして、緊急人員輸送の拠点等の機能

を有する主要な鉄道駅というようなことで位

置づけられております。そういった意味合い

での耐震補強を、この林間田園都市駅のバリ

アフリーとあわせて工事を施工するものでご

ざいます。そういったところの市の補助金と

いうことになってございます。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

 12番 辻本君。 

○12番（辻本 勉君）個別の項目にいろいろ

またがっていますので、総括でお尋ねしたい

んですけども、いろんな事業で地域活性化・

経済危機対策臨時交付金対象事業がたくさん

あるわけでありますけども、政権交代されま

して、省庁によっては予算執行がストップと

いう話も出ておるんですけども、本市がこの

補正予算で出されておる分で、そのことが懸

念されるような事業がないのかどうか、実際

この補助金がきちっとついてくるのかどうか、

この辺をお尋ねしたいんです。これがつかな

かったら大変な問題になりますので。 

○議長（中西峰雄君）財政課長。 

○財政課長（北山茂樹君）交付金につきまし

ては、地域活性化・経済危機対策臨時交付金

と、それから公共投資臨時交付金との２種類

がございます。経済危機対策臨時交付金につ

きましては、国の経済対策でございますので、

早急に予算化して取り組みなさいという国の

通達がございましたので、既に全国どこの自

治体でも予算化をされております。したがい

まして、この分につきましては、政局が変わ

ったからといって凍結するとかいうのはまず

不可能なことだと思っております。 

 公共投資臨時交付金につきましては、国の

総額で約１兆3,700億円の予算化をされてお

るんですけども、この分につきましては、一

部、既に各省庁に渡って、各省庁から全国の

自治体、都道府県、それから市町村に内示を

されているというものもございますけども、

全額されてはおりません。したがいまして、

内示をされておる分につきましては多分つい

てくるとは思いますけども、内示をされてい

ない分につきましては凍結になる可能性はご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

 11番 岩田君。 

○11番（岩田弘彦君）細かな話ですけども、

13ページのバリアフリー化補助金なんですけ

ど、私が聞き逃しておったら許してください。

この財源内訳の中で、橋本駅バリアフリー化

が合計２億900万円何がしという中で、国、県

の分が6,341万4,000円というのと、林間田園

都市駅でしたら１億円に対して5,350万円で、

これ、下は県と市が２分の１になっているの

かなという、これが違うので、この補助率が
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同じバリアフリー化補助金なのに市の持ち分

と国、県の持ち分の率に差があるというのは

何でかなという、これが一点。 

 もう一点は、15ページのコミュニティバス

に要する経費です。市長の趣旨説明では、コ

ミュニティバスの増車等も含めた地域公共交

通のあり方を検討するためということで、こ

の中には、前々から出ている東コースを大き

く変えてほしいという要望も出ておりますが、

それも踏まえて協議をするということなのか

どうか。それであってほしいんですが。 

 それともう一点は、17ページ、0502の７、

臨時雇上料、社会保険料。臨時職員を雇うと

思うんですが、今の現状で工夫して仕事でき

ないような状態だから雇うと思うんだけど、

どのような必要性があって雇っているのか、

今の中で工夫でやることはできなかったのか。 

 この３点についてお願いします。 

○議長（中西峰雄君）企画経営室長。 

○企画経営室長（野上義己君）一点目の市の

負担割合と県の負担割合の違いというのが、

県費、県の負担につきましては、県の要綱が

ございまして、エレベーター設置については

1,000万円までの負担かつ支所移転は対象外

と、そういった要綱が県のほうである中での

差額が出ております。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）市民部長。 

○市民部長（岸田茂利君）戸籍の住基に関す

る臨時職員の雇い上げにつきましては、これ

は正職員が１名産休で休んでおります。それ

に対する補助員という格好でアルバイトを雇

い上げさせていただきたいと。 

 課の中で工夫できないのかというおただし

ですけれども、皆それぞれ職務を、分担と言

ったら言葉に語弊がありますけど、持ってお

りまして、手いっぱいの状態ということで、

産休補助に１人お願いしたいということで予

算を計上させていただきますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）コミュニティバス

に関するご質問でございますけれども、これ

につきましては、まず、当然東コースも含み

まして橋本市内全域の公共交通体系を検討す

べく、橋本市地域公共交通法定協議会を立ち

上げるべく、これに係るところの経費でござ

いまして、市内全域を踏まえた中で検討させ

ていただく、そういう予定で各関係経費を計

上させていただいております。 

○議長（中西峰雄君）11番 岩田君。 

○11番（岩田弘彦君）産休でしたらよくわか

りましたので。 

 それともう一点、県のほうで上限が決まっ

ておる、これも理解できました。 

 要はもう一個、コミュニティバスにつきま

しては、前々からある大きな要望を踏まえて

いただいておるんですね。もう一度確認の答

弁をお願いします。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）今までからの検討

委員会の内容も踏まえまして、いろんなご意

見もいただいておりますので、そういった内

容も踏まえましての今回の予算要求でござい

ます。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、３款民生費、４款衛生費、16ページから

27ページまで、質疑ありませんか。 

 21番 上久保君。 

○21番（上久保 修君）まず 初に、19ペー

ジの高齢者運動疾患予防対策に要する経費

200万円の中で、かかっているのがほぼ委託料

ですね。これの内容と、どういった効果を見

ておられるのか。 
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 それからまた、その下の介護予防実態分析

支援事業に対する経費、これはほとんど賃金

である臨時雇上料と嘱託の部分についている

んですけど、何名で、どういった分析をされ

るのかということと、それから23ページの子

育て応援特別手当の支給に要する経費、これ

も先ほど12番議員が言われましたように、新

経済対策の部分で、先に平成20年度の子育て

応援特別手当の追加分、これは約36万円です

から約10名分やと思うんですが、新たに第一

子からの部分で、はっきり言うて、これはい

ただけるものか。5,868万円、単純にこれを割

りますと1,630名なんですが、ここら辺の数字

でいいものかどうか、その点お願いします。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（森本健二君）まずはじめに、

高齢者運動疾患予防対策に要する経費200万

円の件なんですけども、この事業につきまし

ては、単年度の新規事業でありまして、和歌

山県からの委託事業であり、補助金は県100％

の事業でございます。それで、県のほうから

の委託事業でございまして、和歌山県におい

て高齢者の大半が腰痛の症状を有しており、

痛みが生活全般の機能低下につながることか

ら、だれもが簡単に実施できる予防効果の高

い運動プログラムを普及し、高齢者の自助努

力に介護予防のノウハウを提供するというこ

とでございます。 

 本市といたしましては、介護予防事業とし

て元気ラリー教室などさまざまな事業を展開

している中で、参加者で腰痛に悩んでいる人

が大変多いという現状があります。そんな中、

和歌山県立医科大整形外科がプログラムの開

発をして、東京大学に効果分析をしていただ

き、モデル事業とはいえ介護予防の事業対象

者が参加できることは、介護予防事業の効果

を市民の皆さまが実感できるいい機会と考え

ており、今回このように事業をさせていただ

きました。その金額については、委託料とし

て、プログラム効果の分析につきましては東

大のほうに100万円で委託すると。それで、そ

の下のほう、もう一つ100万円につきましては、

プログラムの効果の分析という東大と、そし

て病院のほうにレントゲンとか診断というこ

とについて100万円がその中に含まれており

ます。そのような事業でございます。 

 続きまして、次に介護予防実態分析支援事

業に要する経費でございますが、この事業に

つきましては、基本チェックリストの回収と

か、そういうことを含めまして、高齢者にお

ける基本のチェック、65歳以上にする、唾液

がどのぐらい出ておるとか、かむ力がどのぐ

らいある、そういうチェックをする事業でご

ざいます。チェックリストを全室配布してい

ない、または全室配布している未回収のフォ

ローをしていなかった中で、そういう形でこ

の事業でやっていきたいと。介護予防教室を

８グループ、当たり25人、１カ月間３回程度

の実施をこの事業でやっていきたいというこ

とでございます。それの費用につきましても、

臨時雇いということで、保健師とか歯科衛生

士とかアルバイト、そういう方の費用が主な

費用でございます。 

 続きまして、子育て応援手当につきまして

は、対象となる子どもは第２子以降で、平成

20年度において小学校就学前の３年間に該当

する子ども、その年齢ですけど、平成14年４

月２日から平成17年４月１日生まれの子ども、

年齢では３歳から６歳を含むということにな

ります。対象となる子ども一人当たりは３万

6,000円となっております。３万6,000円で一

人当たりの支払いをしていくということでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）21番 上久保君。 

○21番（上久保 修君）それはわかっている
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のよ、３万6,000円というのは。それで、第２

子からの分の追加分から10名やから36万円と

わかるんですけど、単純計算して、5,868万円

は単純に３万6,000円で割ったら1,630名なの

かということでお聞きしていますのと、それ

から、新経済対策の中で、要するに政権が変

わりまして、これらの見直しも当然政権与党

であるところは子ども手当云々の話をされて

いますので、まずこういったところが切られ

ると、もう既になくなるわけですので、そこ

ら辺を、まだはっきりはわかりませんけども、

聞いているんです。この1,680名は、きっちり

補正が通ればすぐに執行できるのかどうかで

す。 

○経済部長（山本重男君）周辺整備の進捗状

況でございますが、周辺整備の産地直売所、

それからふろ、それから公園関係ですけども、

今、実施設計に入っている段階でございます。

これの雇用関係でございますが、雇用関係に

ついては、これは地元が実際運営をしていく

ということになっておりますので、すべて地

元ということになっております。 

 それから、委託料につきましては、これは

広域ごみ処理場建設に伴います周辺整備事業

でございまして、大野児童館の耐震診断でご

ざいます。これにつきましては、本年度、耐

震診断をいたしまして、続いて来年度に実施

設計と、そういうことで進んでいきたいと思

っております。 ○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（森本健二君）今のところ県

のほうからも、この分についてそのような通

知は来ておりませんので、補正が通れば支払

いをしていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

 10番 平林君。 

○10番（平林崇行君）25ページの保健福祉セ

ンターの基本設計委託料1,233万4,000円とい

う部分なんですけども、この件に関しまして

は、私が文教厚生委員長のときにいろんなと

ころを視察してきまして、いろんな継続審査

の中でやったときに、かなり大きなものを建

てれば、あとの維持費が大変だと。雨漏りし

て使われていない岩出の施設とか、本当に人

が入ってこない施設とか多種ありました。現

場の方にも、こういうふうな建物はこれから

必要ですかといったときに、いやいや、民間

の方がやっているから、本当にこういう施設

はもう要らない、ただの空気を入れておるだ

けの箱になりますよというご指摘もいただき

ました。 

○議長（中西峰雄君）16番 中谷晉君。 

○16番（中谷 晉君）４款の衛生費について

教えていただきたいと思います。 

 26ページの広域ごみ対策についてですけれ

ども、広域ごみの負担金が583万7,000円で増

額になっていると思うんです。その件につい

て、現在、周辺整備については市が独自に対

応していかないかんようになっておるんです

けれども、第三セクターの施設などを含めた

周辺設備の計画進捗はどのくらい進んでいる

んだと。それと、地元との話し合いの進展と、

雇用とかそういうものの可能な整備ができつ

つあるのかどうか、その辺をお聞きするのと、

それから、５項13目の委託料で、耐震２次診

断の委託が二百何がしか含まれていますけれ

ども、こういうものが実施設計時に耐震計画

というのはなされていると思うんですけど、

そこら辺の内訳だけ簡単にご説明願います。 

 いろんな検討の中で、私は今回これが出て

きたのが非常に理解に苦しむのは、当然これ

は文教厚生委員会が引き続いてやっておると

思いますけども、その中で文教厚生委員の皆

さんが、これに対する、まず何階建てのもの○議長（中西峰雄君）経済部長。 
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なんやと。１階はどういうふうな面積のもの

が入るんや、２階は何が入るんや、３階は何

が入るんやということをわかってこういうも

のを出してきているのか。私はわかっていま

せん。理解もせんと、そして、そういうふう

なことの考えはないんですかと。計画。とい

うのは、これは設計士に丸投げするんですか。

何階建てのものを建てる、そして１階のフロ

アには母子センターで平米数何ぼぐらいのや

つが要るかなと。例えば、ほんだら横に医師

会の者が救急の診療所に何㎡要るか、機械は

どういうものを入れるか、２階はどういうふ

うなフロアで、相談業務をするのであれば何

㎡の、３人で相談するんやったら担当課がこ

ういう平米数を持っているのか、それで３階

は何があってということすら何も設計士に連

絡せんと、20億円の物件ですと。これは何パ

ーセントかな、1,233万4,000円。基本設計や

ったら結構あるんです。たしかこれの建設予

定は18億円ですね。２億円が物品やと思いま

す。そういうことすらわからんと丸投げする

んですかと。設計士とそれは話をするんです

か。こういうものを建ててください、平米は

これですよ、面積はこれですよ、各相談所、

会議室はこのぐらいの平米で何十人が座れる

ように、こういういすも必要ですから、トイ

レは障がいを持った方が使えるようにこのく

らいのものがありますから、こういうもとに

設計をしてくださいという指示を出した上で

のこの1,233万4,000円なんですか。それでし

たら委員会に報告できるはずです。委員会で

もやりました。 

 そういう平米数とかいろんなものがわかれ

ば、橋本市はキャド、図面をかく機械ですわ。

うちも持っています。こういうもので簡単な

平面図は引かれないんですか。よく家を建て

るときに、皆さん、間取りというのをいただ

きますわね。これは今、住宅メーカーもサー

ビスでしてくれています。機械がええから簡

単にできるから。もう半日あったら、ぱぱっ

とできるんですよ。そしたら、多分、私は前

にこれも建設部長に確認したけど、再度質問

しますけど、平米数とかいろんなものさえ言

うていただければ、建築基準にのっとって、

床の長さとか階段とかトイレの広さ、またエ

レベーターが何台要るぐらいは、当然建設部

はわかりますわね、建築に基づいて。そうい

うふうな図面は引けるわけですよ。あのとき、

たしか２日もあればそういう図面は引けます

と委員会の中で答弁していただきましたので、

ちゃんとした原案さえあれば図面を引くのは

２日かかりませんと言うてくれたので、それ

も 終確認しますので。うちのキャドでも１

日あったらやれます。照明器具をどうするか

とか、エアコンをどうするかとか、壁はどう

いう壁を使うとか、そんなんは別ですよ。言

うたように、どういう平米に対して、どれだ

けの相談業務をするんやというふうな案があ

るのであれば、設計士に丸投げするようなこ

とはないでしょうねと。それやったら先に文

教厚生委員会にかけて、１階は何をつくりま

す、２階はこういう平米で何人の相談業務が

できるようなことが入れます、すべて文教厚

生委員会で報告して確認して、それから設計

図面を上げるべきだと。それも一千何ぼもか

ける必要ないですよ。それを議論してやれる

はずです。その能力はあるはずです。なぜ

1,000万円以上かけてよそに振らなあかんの

か。 

 そして、いや、それはちょっと大き過ぎる

でと皆さん言うています。20億円の建物がえ

えかと、私もずっといろんなところで聞いて

きました。10人中10人までが、わからん人は

別やけど、ちゃんと答えてくれた人はノーと

言いました。ほんなら今回、階数もわかりま

せんよ、五、六階か、そのものの図面が出て
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きたときに、皆さんの中でこれはあかんでと、

２階でええで、１階でもう十分やで、母子セ

ンターとあれと入ったら十分やでという案が

出てきたときに、これはまた図面をやりかえ

なあきませんわね。そしたら今回の予算が飛

ぶんですよ、新たな設計するから、設計士の

ところへ持っていくから。それやったら、私

は今回1,200万円の設計士に丸投げせんと、ち

ゃんとプランがあるのであれば、面積からす

べて出て、相談の置く人から、いろんな形で

部屋の間取りから、当然間取りができておか

ないと設計士に多分振れないと思うんですよ。

役所がそういう考えなしにこんなものを建て

てもうたら困るからね。だれが使うもんです

か。皆さんが使うんでしょう。それを人に丸

投げするなんて私は絶対に理解できません。

理解できないからいろいろ借金も増えておる

んやけどね。ここで私はしっかりと皆さんに

委員会の中で報告できるような、そういうふ

うなプランで設計士に今言うたことを説明す

るのか、その辺のところ、ちゃんと間取りか

らすべてできて、同じことばっかり聞いて一

回も確実な答弁が返ってきていないから聞い

ているんやから、ちゃんと言ってください。

答弁お願いします。 

○議長（中西峰雄君）建設部長。 

○建設部長（樽井豪男君）まず、先ほど２日

もあればというのは、ちゃんと平林議員が、

あれせえ、これせえということになれば簡単

な間取りはできます。ただし、この基本設計

というのは、職員がそれをして、あれはあか

ん、これはあかんとかとなると、すべてまた

やりかえ、何回どれだけやりかえていかんな

んかというのがまず出てきます。それだけが

職員の手で皆さんにええものをお見せできる

か、非常にそこらがまた疑問もあるし時間的

な問題もまずございます。やはりこの基本設

計というのは、あくまでも間取りとかをその

中で練っていただいて、皆さんの意見も聞い

て、まず間取りを基本設計で業者がつくった

中で皆さんにお見せして、これがあかん、も

うちょっと平米数を大きくせなあかんよとか

というので、再度またかき直させたらいいと

いうことができます。つまり基本設計といの

うは、その中の３カ月か４カ月、５カ月の間

で変更もなしに、お金の変更もなしに、それ

は基本設計の中で間取りやらいろんな意匠関

係とか、それはすべてやりかえることは可能

でございます。そのために基づいての実施設

計が 後に来ますので、まず基本設計でもむ

だけもんでもらって、それが３カ月、４カ月、

５カ月かかるかわかりませんけども、それを

もんでいただいた中で初めていいものができ

て、それを実施設計に反映するというのが基

本設計のやり方でございまして、それは基本

設計ができた段階の中で各委員会にもお見せ

しまして、そういった中で議論をしていただ

いて再度変更していくということのこちらも

認識でおります。 

（「答弁もれ」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西峰雄君）10番 平林君、答弁も

れ指摘願います。 

○10番（平林崇行君）だから、これは丸投げ

じゃないんですかと言うてるんですよ、一番

大事な。今、部長が時間がない、何を言うと

るんよと。これは何年前から計画を出してお

るんよ。こういうものが欲しい、こういう場

所が欲しい、部屋が欲しい云々の中で、わか

って、今これは予算が上がっている設計でし

ょう。だから、僕は言うているんですよ、担

当課が、これ、市長はなんべんも言うとると

言うけど、当たり前ですよ、明確な答弁が返

ってきていないから。だから、各担当、福祉

が何ぼ欲しいんや、いろんなところで、相談

業務で何ぼ部屋の数が欲しいんや、会議をす

るんやったら何十人入る会議室が欲しいんや
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とか、そういうものを各課から出して、それ

をはめ込んで、そして、これだけの建物が要

るというてやるのが当然でしょうと言うてい

るんよ。不必要なものまで、それもできてい

ないのに、だから、その説明をしてください

と言うんです。丸投げするのか、皆さんがき

っちり全部できて、各担当課、市役所が20億

円の建物、保健福祉に対してどれだけのもの

が欲しいというのをはっきりわかった中でや

っとったらええということを言うとるんです。

それを先にだれか答えてください。その答弁

をもらわんことには次に行かれへんがな。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）この保健福祉セン

ターにつきましては、文教厚生委員会でかな

りいろいろ議論をしてきたところでございま

すけれども、旧の委員の中ではリクエストに

こたえられなかった、観念的な部分だけしか

議論ができていなかったというのが本当の現

状です。その中でも間取りの図面も出してく

れというリクエストもございました。ただ、

それにつきましては、かける、かかれへんの

問題じゃなしに、簡単にかいて、それがひと

り歩きしていくのがちょっとまずいんじゃな

いかという中で、前の文教厚生委員会ではほ

とんど進展しなかったということがございま

す。その後の新しい委員で構成された中で、

市の考え方として、どれぐらいのものを必要

と考えているかということで、必要面積につ

いてはだいたい4,500㎡ほどだったと思いま

すけど、積み上げたものを提示してございま

す。これにつきましては、まだ議論が必要か

と思いますけども、その行政で考えた必要面

積、会議室はこんなものが欲しいんや、こん

な事務室が欲しいというものを提示したもの

がベースになってございまして、それをもと

に今回基本設計を発注する中で議会の方にご

説明していきたい、たたきの図面を説明して

いきたいというふうに考えてございます。 

 それで、基本設計の内容でございますけど

も、内容につきましては、まずはコンセプト

の問題、それから間取りの問題、4,500㎡もい

ろんな意見の中で修正がかかってくるかと思

います。そういうものの 終的な決めの問題。

それと敷地の中での、どない配置するかとい

う問題、これは高さとの関係も出てきますけ

ども、そういうのを決めていく。それから、

建物の中の概要とか、そこでの概算事業費と

か、それから、 終的なイメージ図というん

ですか、パースというんですか、そんなのも

含めて基本設計で一つの節目としてそこまで

決めていった中で実施設計にかかっていくと

いう考え方でございます。 

 ということで、前回の文教厚生委員会の中

で、かなりリクエストがあった中でこたえら

れなかった部分があるわけでございますけど、

この基本設計を発注することによって、その

たたきをいろいろ出していく中で理解を得て

いきたい、意見をまた吸収していって基本設

計の中でもんでいきたいというふうに考えて

ございます。 

 本来でしたら、小さな建物でしたら、もう

基本設計というような形はとらないわけでご

ざいますけれども、かなり大きな建物になっ

てきましたら、基本設計と実施設計を分けて、

基本設計で一応区切りをつけて実施設計にか

かっていくというような形でございます。そ

の基本設計をなぜするかということにつきま

しては、これは今まで議会に説明できなかっ

たイメージできない部分をみんなに知らしめ

ていくということで、これでもんでもらうと

いうことで基本設計を発注する考えでござい

ます。 

○議長（中西峰雄君）10番 平林君。 

○10番（平林崇行君）今、部長の説明で、こ

ういうものは１億円かけてやるものやと。18
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億円の物件に１億円の基本設計をかけるの。 

（「１億円違う」と呼ぶ者あり） 

○10番（平林崇行君）違うよ、普通やったら

１億円をかけてやるんですよと言うたでしょ

う。18億円の１億円といったら何パーセント

やと思っているの。そんな基本設計は聞いた

ことない。いやいや、構へん。後で聞いてお

きな、言うているから。１億円という金額が

出てきたの。おかしいやろう、言うているよ、

普通やったら基本設計が１億円と聞こえたん

だから。だから、１億円を1,234万円に安くし

ましたと、それを自慢したいわけやろう。そ

れはそれで構へんよ。 

○議長（中西峰雄君）今の件を再度答弁いた

させます。 

 企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）基本設計で１億円

かかると言っておりません。聞こえましたら、

それは表現がまずかったのかということにな

るかと思いますけど、それは言っておりませ

ん。ここに上げていますように1,233万4,000

円というのが今回の基本設計の額でございま

すので、基本設計に１億円かかるといいまし

たら、かなりのものと思います。 

○議長（中西峰雄君）10番 平林君。 

○10番（平林崇行君）そしたら、１億円と聞

こえたのは何の１億円なの。私は、ここで問

題なのは、企画部長、そういうふうに金額を

上げて、何かあたかもこれぐらいかかるのを

安くしましたと、それであれするようなよう

じゃあかんとおれは言うてるのよ。 

○議長（中西峰雄君）平林議員に申し上げま

す。先ほど企画部長のほうから１億円という

発言はしていないという言葉がございました

ので、それを踏まえた上で質問願います。 

○10番（平林崇行君）議長、済みません、踏

まえてって、僕は聞こえたんですよ、１億円

と。そしたら、それに関しては私のミスとい

うことで今回は処分されるんですか。 

○議長（中西峰雄君）処分は関係なしに、こ

の額でですね。 

○10番（平林崇行君）だから、なぜ１億円と

言うたかというのは、これは後でええですわ。

そのことを私はこだわっているのと違うんや。

聞こえたから、後でこれは録音もあるし、あ

れもあるからね。それはそれでやったらよろ

しいけども、話を聞けば聞くほど何ができる

かわかりません、私は。私は、うちの文教厚

生委員会でも福祉とか、これに関するいろん

な担当課を呼んで、皆さん、どのくらい平米

数が欲しいんですか云々とやりましたよ。そ

したら、相談をするのにこんなんが欲しいで

す、あんなんが欲しいですと、それは皆さん

要望としてはあったから、それを取りまとめ

てやるのが普通当たり前でしょう。それすら

わからないのに、要するに丸投げでしょう。

丸投げしているやん。何で丸投げかといった

ら、私が言うているのは、先ほど１億円と言

うていない云々の話じゃないけども、皆さん

が丸投げじゃないというのは、それはそれで

ええんですよ、それは行政側の考えやから。

それを私は否定する気はありません。私はそ

う考えるということなんですよ。ですから、

これからそれは文教厚生委員会でもんでいた

だくけども。 

 そして、建設部長、混乱を起こす、もしそ

れを図面を上げたりしたら、また変更に時間

がかかる。そんなキャドはありませんわ。キ

ャドの修正ぐらい、大枠の面積が出ていたら、

内部の入れかえなんて、うちは５年前のキャ

ドやけども何分もかかりませんわ。だから、

そういう努力もしようとせんと、この大きな

ものを建てると、前の病院と同じようなもの

ですわ。あと非常に経営が大変なんですよ。

だから、議員の皆さんが納得するような、あ

あ、この面積でこのぐらいのものができるん
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やったら20億円かかってもしゃあないやない

かと、私はこれを言うてもらえるように、私

も含めて、そういう資料をどんどん出してい

ただきたいなと。そんな平米数がどうのこう

のとずっと書いた資料がついておるけども、

これでわかるようなプロはいていないと私は

思いますよ、これだけでわっと建物のイメー

ジがわくような。だから、ある程度しっかり

したものを出してくれと言うとるだけの話で

ね。 

○14番（土井裕美子君）私も保健福祉センタ

ーのところで質問をさせてください。多分、

平林議員とは重ならないだろうとは思うんで

すが、 初6,000㎡ぐらいで約30億円という形

の中で、基本設計費が500万円というふうに出

てきていたと思うんです。議会の一般質問の

中でも私は取り上げさせていただきました。

今回、この1,200万円という形で出ていますが、

平米数が4,500㎡というふうに少なくなりま

して、総建築費も20億円で、物件費が２億円

の18億円になったわけですけれども、一点目

は、 初の基本設計費500万円というところの

ものから、総面積と総費用が少なくなってい

るにもかかわらず、この1,200万円の基本設計

費が出てきたというところのご説明を一点し

ていただきたいという点と、それと、この間、

新メンバーになりましてから文教厚生委員会

が開かれまして、その中で、この保健福祉セ

ンターの中に入れる休日急患センターのこと

が問題になったと思います。県のほうから補

助金が出るとか出ないとかという話の中で、

同僚議員のほうからご説明があって、当局も

建物の中に休日急患センターを入れたら補助

金が出るのか出ないかとか、それから建物と

別に建てないと補助金が出るとか出ないとか、

その辺がうやむやで終わっていたかと思うん

ですけれども、基本設計をされるにあたって、

休日急患センターを入れて、国からの補助金

が今どのような形で出るのかという点をご説

明いただきたい。それがはっきりしたのかど

うかですね。たしかこの前の委員会の中では

うやむやで終わっていたと思うんです。調べ

ますという形の中で終わっていたと思うので、

その点をはっきりしていただきたいというこ

とと、それと、とりあえず基本設計をして変

更はありますというふうに、今、副市長もご

答弁いただきましたけれども、もしそういう

若干の変更を加えた場合、また設計費がかか

 それで、今回、この案がありますけども、

この案の中で、当然これは大き過ぎるとかい

ろんな中で、もう少しコンパクトがいいんじ

ゃないかとか、文教厚生委員会でもんでくる

と思いますけども、その中で意見があったら

真摯に受けとめて、この設計の部分をやって

いく、もしくは大幅変更とか、そういうふう

な議会の意見を聞いて、これは委員会もしく

は議会の承認を得れないという場合は、強行

でやるんじゃなしに、前にいろんなところで

強行でやってきているから、私は信用してい

ませんから、強行でやるんじゃなしに、しっ

かりとその辺の変更はするんですか、しない

んですか、二つに一つの返事だけで結構です。

その確認だけ、よろしくお願いします。 

○議長（中西峰雄君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）前回の委員会で、平

林議員はもう委員長をやめられて文教厚生委

員会に出席しておられませんでしたが、その

委員会で、先ほどからおっしゃられた平米数

については市として提示をいたしております。

今委員会の中でも再度ご議論いただくという

ことになっております。 

 変更につきましては、当然基本設計の間は

変更はいくらでもききますので、委員会のご

意見を聞いた中できちっと進めていきたいと

思っております。 

○議長（中西峰雄君）14番 土井君。 
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るのかどうかということをお答えいただきた

いと思います。設計等に関して私も十分よく

理解していない点がございますので、その３

点についてご説明をお願いいたします。 

○議長（中西峰雄君）建設部長。 

○建設部長（樽井豪男君）まず、今、土井議

員からそういった盛り込んだものができるの

かどうかという中で、今回の基本設計の中で

は、そういったものもまた出した中で網羅し

て、そういった施設もできるのかどうかとい

うのは、設計事務所がある程度かいた中で提

案するか、議員とのお話し合いの中でそうい

った施設も入れるかどうかというのは決まっ

てくると思います。そしてまた、その基本設

計が、仮に面積が増減してでも、それについ

ては一切の設計変更はございません。基本設

計で 後に皆さんにご説明して。 

（「そんなん聞いていない」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）一点、500万円の関

係で、当初に出したのは、以前の基本計画の

ほかの場所のがあったわけです。それが400

万円程度ということで、それもベースにした

中で、基本設計のすべての要件を満たしてい

るような形じゃなしに、概略設計みたいな形

で、過去の例から積算しましたということで

予算委員会でも言わせてもらったと思います。

そういうことで、今回の基本設計につきまし

ては歩掛りに基づきましての積算で予算を出

してございます。 

 それと、休日急患の関係でございますけれ

ども、これにつきましては、現在、地域医療

再生臨時特例交付金ということで、厚生労働

省のほうで全国で3,100億円でしたか、その枠

の中で医療施設を整備していくということで、

これは医療機関、それと医師会に対しての助

成でございます。ということで、伊都の医師

会中心にそれをしていただいておるわけでご

ざいますけども、和歌山県では紀北ブロック、

紀北の医療圏をどないしていくか、それから

紀南の医療圏をどないしていくかということ

で、二つのブロックで考えているようでござ

います。その中に、紀北のブロックの中に伊

都・橋本地区の休日急患の施設の増強という

こともうたわれてございまして、その中で建

て替える場合、中の機材についてはそういう

交付金で見ましょうと。それはあくまでも医

師会におりるお金でございますけども。外に

つきましては、ある程度は見ていきますけれ

ども、ほかの休日急患がすべてそんな形で見

ていないので、一部だけは見ていきましょう

という話にはなってございますけれども、そ

この部分につきましても交付決定がついてい

るわけじゃないので、今後の動向を見ながら

進めていきたいなと考えてございます。そう

いうことで、県のほうから計画の説明があっ

たんですけども。 

 そして、あと一点、基本設計につきまして

は、変更を前提とした、たたきの図面をつく

っていくわけでございますので、その変更に

対する金の増減というのは、もうやめてしま

うとか倍のものをするとかいうことになって

いたら基本設計の費用も変更が伴うわけでご

ざいますけども、その誤差の範囲、誤差とい

う言い方はおかしいですけども、それを前提

とした基本設計でございますので、変更は伴

わないのが原則です。実施設計になってきま

したら、面積とかが大きくなったり少なくな

ったりしましたら構造計算とかいろいろ変わ

ってきますので、それは基本設計の段階で煮

詰めていくというのが原則でございますので、

それは基本的に変更がないということで考え

ていただいたらいいと思います。 

○議長（中西峰雄君）23番 井上君。 

○23番（井上勝彦君）一、二点お尋ねしてお

きます。衛生費で、27ページの工事請負費の
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橋本クリーンセンターの解体工事費と高野口

クリーンセンターの解体工事費が5,000万円

ずつ出ているんですけど、これは今年度の解

体の積み立てというか、5,000万円ずつ出てい

ますね。それは一部工事を着工するための解

体費用というか、参考資料の10ページに載っ

ているんですけども、解体工事、21年度支出

分を計上、これは5,000万円ずつ入っています

けども、１億円はどういう形のもので上がっ

ておるのかということを説明していただきた

いのと、それから、橋本周辺広域市町村圏組

合の負担金については、これも補正で上がっ

ているわけなんですけども、当初から含めて、

今年はほぼ負担金についてはそれでいいのか

どうかということをお尋ねしたいと思います。 

 それから、25ページの市民病院の解体工事

費、これが減額になっておるわけなんですけ

ども、今年と来年と２カ年に分けて解体をし

ていくというか、そういう形で減額になって

いるんだろうと思うんですけども、今年はど

こからどこまで解体して、あと来年はどこか

らどこまで解体して、来年でだいたい解体は

終わってしまうのかどうかということをお聞

きしたいと思います。 

 それから、先ほどから同僚議員から出てお

ります基本設計委託料については、るる説明

があったわけなんですけども、要するに本設

計に入るまでに一応基本設計をたたき台とし

て文教厚生委員会でけんけんがくがくやって

きたものの積み上げを建設課のほうで設計士

とすり合わせをして、だいたいどんなもので

中身がこんなものやということですり合わせ

をして、そして、あらまし、たたき台として

基本設計ででき上がってくると。でき上がっ

てきたら、本設計、実施設計に入るまでに、

市民の代表である文教厚生委員会なり、また

議会へ一応おろしていただいて、そして中身

としては変更するところはすると、場所的に

大きければ小そなすとか大きなすとか、ある

いは中身については、この部屋をこういうふ

うにしなさいとかということで話し合いをし

て、それで立派ないいものをつくると、こう

いう過程を順序よく踏んでいただくというこ

とを考えておられると思うんですが、そのこ

とをちゃんとここで確認しておきたいと。そ

れで、文教厚生委員会なり、あるいは全員協

議会で、こんな立派なものをつくるんですか

ら、やはり議会の意見も十分尊重していただ

いて、そして、市も悪いものをつくろうと一

個も思っていないと思うので、要するに立派

なものをつくるということについては、実施

設計までに十分中身を相談し合ってやると。

そして、本設計に入ってしまうとまたお金が

かかるので、この基本設計の中であらましが

できてきた中で、だいたいたたき台ができて

くるので、どことも皆それはやっていると思

うんだけども、そういうふうな形で十分ご相

談をしていただきたいということをできるか

どうか、その点も含めてご答弁していただい

たら、みんな納得すると思うんだけども、そ

のことをご答弁いただきたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）井上議員の言われ

るとおり、基本設計で固めてしまいまして、

それは議会の承認を得て実施設計にかかって

いくという手順を踏みたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）市民部長。 

○市民部長（岸田茂利君）工事請負費の橋本、

それから高野口両クリーンセンターの解体工

事費それぞれ5,000万円につきましては、ご存

じのように、４カ月延長させていただいて炉

のほうをストップしております。それで、そ

の解体工事の設計もほぼ終わりまして、でき

れば近々に解体工事の入札を行いまして12月

議会に請負契約についての議案提案をしたい

という考え方でおりますが、その後、ご存じ
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のように、ダイオキシン調査とかいろいろ除

去工事をしていかないかんという中で、関係

官庁との手続きがだいたい３カ月ぐらい必要

じゃないかというふうに言われておりますの

で、年度内に実際の解体工事には入らないと

思うんですけれども、請負業者のほうで申請

等の諸準備にかかる年度内の実績で請求があ

った場合にお支払いも伴ってくるということ

で、いくらかわかりませんけども、暫定的に

一応5,000万円ずつを予算計上させていただ

いております。 

○23番（井上勝彦君）今、組み替えというこ

とで農林振興課から環境事業室、広域の負担

金については組み替えたと、それで決まった

ということなんですけども、それはそれで結

構です。 

 解体工事なんですけど、今まで周辺整備費、

それも含めて積み立てしてございましたね、

高野口の場合。約２億5,000万円ほどあるのか

な。その２億5,000万円の周辺整備事業、解体

も含めてということで載っていましたでしょ

う。だいたい大ざっぱに解体費用は今回予算

が上がっておるんやけど、もっと要るかもわ

からんな、橋本クリーンセンターも高野口ク

リーンセンターもな。暫定的にこれは上がっ

ているんやけども、5,000万円がこの前載って

いたやないかと。今度また12月か１月に２億

円も３億円も出てきたら、5,000万円でどんな

勘定しとるんよということになったら悪いの

で、今お尋ねしとるんだけども、計算として

だいたいどれぐらいのものが要るかというの

は大まかにわかるやん。それで一応5,000万円

ずつは、今回は特例債のかげんもあるので上

げてはあるんやけども、その説明をきちっと

しておいてもらわんと、勘違いして5,000万円

ずつで、どっちもこれでだいたい解体できる

やろうという形になってもいかんので、３億

5,000万円ほど要るけど、その間、5,000万円

を一応特例債のかげんで積み立てているんや

ぞということの説明をちゃんとしておいても

らわんと、我々はまた勘違いするので、その

ことをもういっぺんお尋ねしておきますわ。 

 それから、広域ごみの負担金ですが、これ

はもともと当初予算で農林振興課のほうで４

億1,161万8,000円という予算をお認めいただ

いておったわけですけれども、この機構改革

の中で、これの所管が私どもの市民部の環境

事業室になりまして、予算の組み替えをさせ

ていただいております。それに伴いまして、

このほど広域組合のほうで負担割合が決定し

たということの通知がございまして、建設負

担金の額の確定、１億4,561万8,000円と、そ

れから管理運営負担金３億4,183万7,000円の

合計で４億8,745万5,000円を上程させていた

だいております。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（森本健二君）先ほどの工事

請負費の減額しておる分につきましては、議

員おただしのとおりでございます。この件に

つきましては、債務負担行為を９月議会に上

程させていただいておりますが、単年度では

事業実施が今のところ無理かと思いますので、

そのようにさせていただいております。そし

て、その費用につきましては、工事の予算現

額のだいたい40％をこの21年度で実施したい

と思っております。残りの件につきましては

22年で実施していきたいと思っております。 

○議長（中西峰雄君）市民部長。 

○市民部長（岸田茂利君）工事の解体費につ

きましては、先ほど言いましたように、今年

度はそれぞれ業者の請負契約の中で事業の進

捗状況で請求があった場合にお支払いせない

かんということで、額はわかりませんけど、

とりあえず5,000万円ずつを暫定的に計上さ

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）23番 井上君。 
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せていただいておりますけれども、46ページ

を見ていただいたらいいと思うんですけども、

債務負担で次年度で橋本クリーンセンター解

体工事費、それから高野口クリーンセンター

解体工事費、それぞれ22年度に支払いがこれ

だけ発生するということで債務負担行為額を

上げさせていただいております。ですから、

この数字にそれぞれ5,000万円ずつを加えて

いただいたのが総工事費になるというふうに

ご理解をいただきたいと思います。 

 それから、高野口クリーンセンターの約２

億5,000万円余りの基金ですが、これにつきま

しては、現在、跡地利用計画検討委員会とい

うのをこの７月に地元で組織していただきま

して、今後、これについての跡地をどうして

いくかという格好で、まだ決まっておりませ

んので、これから話し合いをして進めていく

わけですけども、解体工事並びにその跡地周

辺整備工事費にどれだけの割合になるかとい

うのは今後のあれですけども、充当させてい

ただきたいというふうに思っております。 

○議長（中西峰雄君）15番 石橋君。 

○15番（石橋英和君）27ページをお願いしま

す。今あったクリーンセンターの件、橋本・

高野口両クリーンセンターの解体であります

が、設計業務が完了されたと、今、ダイオキ

シン数値の測定と並行して行われる解体工事

と、それの設計だったわけでありますが、そ

の設計に対しまして満足のいくものでという

か、安心の間違いのないものであったという

ふうにとっておられますか。 

 それと、今、部長は21年度内の着工はない

とおっしゃったんですか。発注はあるにして

も、着工の時期の再度の説明と、それだけお

願いします。 

○議長（中西峰雄君）市民部長。 

○市民部長（岸田茂利君）ダイオキシンにつ

きましては、設計事務所のほうが現場の中の

炉とかに付着したものについて調査しておる

わけですけども、だいたいクリアできている

という数値は聞いております。しかし、実際

に請負業者が確定した段階で、さらに精密調

査、解体工事も含めてそれの工事費、調査費

を含んだ額で設計しております。 

 それから、21年度に着工はしないというこ

との、あくまでも今の予定なんですけども、

21年度中に発注させていただいて12月議会に

上程させていただくわけですけども、私が先

ほど申し上げましたのは、それからの実際の

解体工事にかかるのは今年度内には無理では

ないかなと把握しているということで申し上

げました。諸準備としての着手はします。で

すから、解体工事の現場に足場を組んで、そ

ういう着手が次年度になるのではなかろうか

なと。そういう格好で今年度中に諸準備の調

査等が発生しますので、年度内にそういった

請求があった場合にお支払いせないかんとい

う格好で暫定的に5,000万円をそれぞれ計上

させていただいたということでご理解いただ

きたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）この際、議長より申し

上げます。 

 本日の会議時間は、議事の都合によりあら

かじめこれを延長いたします。 

 ほかにありませんか。 

 ９番 上田君。 

○９番（上田良治君）今のところで工事請負

費の関連でもう一つお聞きしたいんですが、

橋本クリーンセンターの解体撤去工事、これ

については、今、お伺いしていてよくわかり

ました。そやけど、隣接しておる憩いの家、

これは置いておくのか解体するのかなという

のがあって、あれはごみを燃やした熱でおふ

ろとかをしとるのやろう。今度またこれを残

されるのか解体されるのか、それも入ってお

るのかどうかというのをお聞きしたい。 
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○議長（中西峰雄君）市民部長。 

○市民部長（岸田茂利君）橋本クリーンセン

ターの焼却施設本体は解体させていただきま

すけども、ご存じのように、今現在も使って

おるわけですけども、あとは地元のご協力を

得まして、収集車のステーション、基地とい

う格好で管理棟も含めて10年間使わせていた

だくという協定の中に憩いの家もあわせてそ

のまま存続するという協定を結んでおります。

ですから、残ります。 

○議長（中西峰雄君）９番 上田君。 

○９番（上田良治君）はい、わかりました。

そしたら、おふろは単独でこれを燃やすとい

うこと。ボイラーか何かでな。それで、引き

続いてこの管理委託費も三百何万円要るとい

うことやね。はい、わかりました。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、こ

の際、５時10分まで休憩いたします。 

（午後４時57分 休憩） 

                     

（午後５時10分 再開） 

○議長（中西峰雄君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 ６款農林水産業費、７款商工費、26ページ

から29ページまで、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、８款土木費、９款消防費、30ページから

33ページまで、質疑ありませんか。 

 13番 瀧君。 

○13番（瀧 洋一君）33ページ、災害対策に

要する経費の工事請負費で、防災行政無線整

備工事費1,750万円があるんですけれども、こ

れは、一応昨年度、整備が終わったかと思う

んですけれども、今回これが増設ということ

で出てきておりまして、この財源を見ますと

臨交金やということなんですが、まず、これ

はどこに何箇所設置されるということでの予

算計上なのか。いったん整備が終わっている

かと思うんですけれども、ここでまた増設を

する、臨交金だから、ついでに使い道がない

からつけようかと、そういうことではないの

か。むだ遣いになっていないのか。だって、

当初はこれで十分だということで整備された

んですよ。さらにこれだけ必要ということは

どういうことなのか。当初の設計に問題があ

ったからなのかどうなのか、その点について

まずお尋ねします。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）まず、防災行政無

線の屋外拡声子局設置工事につきましては、

箇所につきましては市内で３箇所でございま

す。さつき台西公園、浦之段、せせらぎ公園

に子局を設置したいということでございます。

それで、20年度に完成しましたこの無線でご

ざいますけれども、確かに当時調査もさせて

いただきまして、机上で、それからなおかつ

現地で電波状況等も確認いたしました。結果

的には住民のご意見なり質問もございまして、

市内では３箇所が聞こえにくいということで、

今回要望をさせていただくということで、３

箇所で、理由につきましては以上のとおりで

ございます。 

 ただ、議員ご指摘のとおり、臨交金がつい

たからということでは決してございませんの

で、その点だけはご理解いただきたいと思い

ます。せっかくの臨交金がなければ、当然、

市単独事業なり起債なりという対応をせざる

を得なかったということでございますので、

その点だけは特にご理解のほどよろしくお願

い申し上げます。 

○議長（中西峰雄君）13番 瀧君。 

○13番（瀧 洋一君）そしたら、３箇所につ

いては理解をするんですが、確認なんですけ
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れども、これは３箇所で1,750万円なんですが、

単価的に前回整備した単価と今回の１箇所当

たりの単価、もちろん多くすれば、それだけ

単価を安くすることができるのかもしれませ

んけれども、この予算の計上の１子局当たり

の単価について教えてください。 

○７番（中谷和史君）31ページの上から３行

目、恋野橋架替促進協議会補助金、12万円減

額になっておるわけで、これは恋野橋架替促

進協議会が、本年度、多分休眠状態というこ

とでの減額だろうとは理解するんですけれど

も、恋野橋の老朽化に伴うかけ替えの促進に

関して、今後の市の考え方というか、それを

一言お伺いしたいなと思います。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）先ほど３箇所とい

うことで、これにつきましては、単純には３

箇所ということになるわけでございますけど

も、現場の状況等によりまして、個々にはま

だ出ておりませんで、つかみの1,750万円、３

箇所ということでございます。ただ、当初ま

とめて百何十箇所を２カ年でやったわけでご

ざいますけども、その単価とは当然差異は生

じてくるかと考えております。 

○議長（中西峰雄君）建設部長。 

○建設部長（樽井豪男君）まず、この事業に

つきましては、補助金とは関係ないといった

らないんですけども、やはり県の事業でござ

いまして、今、県の橋本五條線、今、ある程

度２車線化をやっておるんですけども、それ

をある程度目鼻が立った中で、こういった恋

野橋もかけ替えていただくというのが一番妥

当かなとは思っていますけども、やはり国道

24号までの間というのはほとんど民地ばっか

りでございまして、今、自身の道路線形も非

常にカーブになっておる、またＪＲも控えて

おる中で、新ルートを見つけるか、それは地

元の皆さんのご協力いかんでは前向いて進む

ものも進まないしということになると思いま

す。地元がすべてものすごい応援もしていた

だいて、地元もやはり賛同するという形でな

ければ、こういった事業は簡単にはできない

と思っております。 

（「答弁もれ」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西峰雄君）13番 瀧君、答弁もれ

指摘願います。 

○13番（瀧 洋一君）だから、その前回の単

価はいくらだったんですか。そして、今回の

と比較してどうなのかということをお尋ねし

たいんですよ。前回、総額から子局の数で割

った形で結構ですので、それを教えてくださ

い。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）２カ年にまたがっ

てやった部分につきましては、確かに百数十

本立ててはおるんですが、本体部分、市庁舎

の中に無線機基地局、それから消防署のほう

にも基地局を設置いたしておりますので、こ

ういうご答弁をするとおしかりを受けるかも

わかりませんけど、１本当たりがどうだとい

う比較は非常に難しいのではないかというふ

うに考えますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

（「答弁もれ」と呼ぶ者あり） 

○議長（中西峰雄君）７番 中谷和史君。 

○７番（中谷和史君）いやいや、市の今後の

取り組みに対する姿勢をお伺いしたいという

ことです。 

○議長（中西峰雄君）建設部長。 

○建設部長（樽井豪男君）これにつきまして

は、ほかの路線もそうですけども、県に対し

て粘り強く要望してまいりたいと思っており

ます。 ○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

 ７番 中谷和史君。 ○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

－194－ 



〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、10款教育費、34ページから41ページまで、

質疑ありませんか。 

 17番 山田君。 

○17番（山田哲弥君）ページ数では41ページ

でございまして、工事請負費の件について、

市民プールの管理運営に関する経費について

お伺いしたいと思います。これについては、

地域活性化・経済危機対策臨時交付金として、

それによって橋本市運動公園プールの施設の

改修工事をやってまいりたいというようなこ

とで2,000万円が計上されております。この金

額云々よりも、どこを改修していくのかお伺

いしたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）教育次長。 

○教育次長（西本健一君）この金額の内訳で

すが、子どもプールの床面の全面補修、480

㎥あるんですが、補修面の下地処理とか、そ

ういった部分の子どもプールの関係と、それ

から、擬岩ブリッジというのがあるんですが、

これの塗装のやり替え、それと人工芝735㎡が

あるんですが、これがかなり傷んでおります

ので張り替えをいたします。 

 以上、３件の工事費でございます。 

○議長（中西峰雄君）17番 山田君。 

○17番（山田哲弥君）今、子どもプールとか

芝生の張り替えとかといったことで改修をし

ていきたいと、こういうお答えでございます。

それはそれでいいと思うんですけれども、実

は、この施設内に準公式の50ｍのプールがあ

ると思うんです。それについて、今、どうい

った利用をされておるかといいますと、小・

中学校の市内の水泳大会とかいったものに使

われていると。ほかにもあるだろうと思うん

ですけども、このプールを、でき得れば、も

っと利用度の高いというか、それをというこ

とになりますと、観覧席、観客席というんで

すか、そういったものをつくっていただくと

いうか、してもらったら、もっとその利用度

が高くなるんじゃないかという気持ちもする

わけでございます。そんなことで、これは今

すぐに云々というわけにいかないと思います

が、要望というんですか、教育委員会として

今後そういった観覧席を設置していくという

お考えはないのかあるのか、お聞きしたいと

思います。 

○議長（中西峰雄君）教育次長。 

○教育次長（西本健一君）今のところ、そう

いった考えはまだ持ってはおらないんですが、

そういった50ｍの水泳のプールということで、

非常に立派な施設を相当前に建ててあると思

うんです。いろんな運用を、水泳大会を小学

校等もやっておりますし、そういった部分で、

中村智太郎さんもこの前オリンピックに行か

れて泳ぎも見せていただいたし、そういった

部分で50ｍプールの活用というのは考えてい

くべきだと思うんですけど、今のところそう

いったご提案というのは受けとめさせていた

だいて、将来的に研究させていただきたいと

思っております。 

○議長（中西峰雄君）答弁もれであれば、発

言をお受けいたします。 

○17番（山田哲弥君）答弁もれとしましてお

聞きします。 

○議長（中西峰雄君）17番 山田議員に申し

上げます。発言の回数は２回となっておりま

すので。 

○17番（山田哲弥君）答弁もれでございます。 

○議長（中西峰雄君）答弁もれ指摘願います。 

○17番（山田哲弥君）今、次長からそういっ

たお答えをいただいたわけでございますけれ

ども、 終、それは要望として教育委員会で

考えていただきたいと、このように思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（中西峰雄君）17番 山田議員に申し
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上げます。ただ今の発言は会議の申し合わせ

に反しておりますので、今後注意願います。 

 ほかにありませんか。 

 11番 岩田君。 

○11番（岩田弘彦君）教育費のほうで、事前

の説明が運動会のプールしかなかったのでお

聞きしたいんですが、35ページの2813豊かな

体験活動推進事業に要する経費、この豊かな

体験事業推進の内容について教えてください。

それと、その下の2902小学校管理運営に要す

る経費260万1,000円、これについて、修繕と

書いていますが、どこをするのか教えてくだ

さい。 

 それと39ページ、下のほうで3311給食セン

ター管理運営に要する経費、これも修繕費で

すけども、300万円と出ていますので、これに

ついて教えてください。 

 そして、その下、3318温水プール管理運営

に要する経費、修繕費と施設用器具費と書い

ていますが、これは改修工事が終わったとこ

ろと違うのかなという気がしますので、それ

について説明をお願いします。 

○議長（中西峰雄君）教育次長。 

○教育次長（西本健一君）まず、一番 初の

豊かな体験活動推進事業に要する経費なんで

すが、これにつきましては、対象校が清水小

学校と学文路小学校、内容的には農山漁村に

おけるふるさと体験推進校ということで両校

が応募しておりまして、学校教育における人

間力向上のための長期宿泊体験、日数は２泊

３日なんですけども、長期宿泊体験活動推進

プロジェクトということで応募しております。

清水小学校と学文路小学校、それぞれ分かれ

て行くんですが、清水小学校につきましては、

12月２日から４日まで、場所は白浜町。それ

から、内容的にですが、清水小学校につきま

しては小規模校でございまして、クラス替え

もなく、また転入生も少なく、幼稚園、保育

園から決まった人間関係で過ごしてきている

ことがございます。また、家庭は学校に対し

て協力的でありまして、子どもに対しても熱

心にかかわってもらっています。しかしなが

ら、子どもの自主性を伸ばし、課題を解決し

ていく力をつけるといった面では不十分なと

ころもあります。今回の機会を生かしまして、

家庭を離れ、民泊等をしながら、自ら洗濯や

清掃等をすることにより生きる力を育て、ふ

だん当たり前と感じていることにも感謝する

気持ちを持ってほしいと考えています。橋本

市では体験できない活動を多く取り入れるこ

とによりまして、自然環境、農業、漁業、文

化等について深く理解できるものと期待して

おります。そういうことで、それぞれ清水小

学校、学文路小学校が体験活動に行く予定で

ございます。 

 それともう一点、修繕費215万1,000円のこ

となんですが、これにつきましては、小学校

12校の消防設備の修繕料、改修の予算でござ

います。それと、39ページの給食センターで

ございますが、これにつきましては、食器洗

浄器のモーターの３台の取り替えと、それか

ら全自動煮炊き器、撹拌装置、これは回転が

まなんですが、これの修理と、それから屋上

の雨漏りの修理等で300万円でございます。 

 それと 後に温水プールの件でございます

が、これにつきましては、昨年20年度ですが、

１億数千万円の工事をかけていただきまして

改修ができておりますが、そのときに、昨年

度行った設備改修工事では改修事項に入って

いなかった箇所ですが、小プールというのが

ありまして、それのオーバーフローの回収ポ

ンプとろ過ポンプの修繕、それからギャラリ

ーの窓アーム、これは開閉式になっておるん

ですが、これが故障してございます。それと、

ロビーのエアコンの取り替え、それやらをや

っております。そういったところで、前回の
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修繕事項に入っていなかった部分の修繕でご

ざいます。 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。  以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。                      

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  日程第25 議案第２号 平成21年度橋本市

国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）について 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、歳

出を終わります。 

 引き続き、歳入に入ります。４ページをお

開きください。 

○議長（中西峰雄君）日程第25 議案第２号

平成21年度橋本市国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）について を議題といたしま

す。 

 歳入全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  これより質疑を行います。 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、歳

入を終わります。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

 それでは、歳入歳出全般について行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑ありませんか。 ○議長（中西峰雄君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第２号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。これにご異議ありませんか。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第１号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 ○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

 これより討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論する方ありませんか。 ○議長（中西峰雄君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第２号 平成21年度橋本市国

民健康保険特別会計補正予算（第１号）につ

いて を採決いたします。  これより議案第１号 平成21年度橋本市一

般会計補正予算（第４号）について を採決

いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  よって、本案は原案のとおり可決されまし
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た。  日程第27 議案第４号 平成21年度橋本市

公共下水道事業特別会計補正予

算（第１号）について 

                     

 日程第26 議案第３号 平成21年度橋本市

老人保健特別会計補正予算（第

１号）について 

○議長（中西峰雄君）日程第27 議案第４号

平成21年度橋本市公共下水道事業特別会計補

正予算（第１号）について を議題といたし

ます。 

○議長（中西峰雄君）日程第26 議案第３号

平成21年度橋本市老人保健特別会計補正予算

（第１号）について を議題といたします。  これより質疑を行います。 

 これより質疑を行います。  全般について行います。 

 全般について行います。  質疑ありませんか。 

 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長（中西峰雄君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 ○議長（中西峰雄君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。 

 お諮りいたします。  ただ今議題となっております議案第４号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 ただ今議題となっております議案第３号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。  これにご異議ありませんか。 

 これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。  よって、委員会の付託を省略することに決

しました。  よって、委員会の付託を省略することに決

しました。  これより討論に入ります。 

 これより討論に入ります。  討論する方ありませんか。 

 討論する方ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長（中西峰雄君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 ○議長（中西峰雄君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。  これより議案第４号 平成21年度橋本市公

共下水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて を採決いたします。 

 これより議案第３号 平成21年度橋本市老

人保健特別会計補正予算（第１号）について

を採決いたします。  本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。  本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。  よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。                      

                      日程第28 議案第５号 平成21年度橋本市
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介護保険特別会計補正予算（第

１号）について 

○議長（中西峰雄君）日程第29 議案第６号

平成21年度橋本市後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）について を議題といたし

ます。 

○議長（中西峰雄君）日程第28 議案第５号

平成21年度橋本市介護保険特別会計補正予算

（第１号）について を議題といたします。  これより質疑を行います。 

 これより質疑を行います。  全般について行います。 

 全般について行います。  質疑ありませんか。 

 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長（中西峰雄君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 ○議長（中西峰雄君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。 

 お諮りいたします。  ただ今議題となっております議案第６号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 ただ今議題となっております議案第５号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。  これにご異議ありませんか。 

 これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。  よって、委員会の付託を省略することに決

しました。  よって、委員会の付託を省略することに決

しました。  これより討論に入ります。 

 これより討論に入ります。  討論する方ありませんか。 

 討論する方ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長（中西峰雄君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 ○議長（中西峰雄君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。  これより議案第６号 平成21年度橋本市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に

ついて を採決いたします。 

 これより議案第５号 平成21年度橋本市介

護保険特別会計補正予算（第１号）について 

を採決いたします。  本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。  本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。  よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。                      

                      日程第30 議案第７号 平成21年度橋本市

水道事業会計補正予算（第２号）

について 

 日程第29 議案第６号 平成21年度橋本市

後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）について ○議長（中西峰雄君）日程第30 議案第７号
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平成21年度橋本市水道事業会計補正予算（第

２号）について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

 21番 上久保君。 

○21番（上久保 修君）ここの２ページに入

っている工事請負費のところで、石綿セメン

ト管の更新、これは以前、僕もいろいろとお

尋ねしていますのでお聞きしたいんですが、

来年度、22年度の前倒し事業として今回計上

されました。公共投資の臨交金ということで

すので、これの動向もあると思いますが、

1,830万円の工事の概要について、まず認識し

ておきたいのでお聞きします。これによって

だいたい橋本市の石綿管の使用状況について

の話も含めてご説明願えますか。 

○議長（中西峰雄君）上下水道部長。 

○上下水道部長（上田敬二君）工事請負費な

んですけれども、説明書に書いてありますよ

うに、石綿管更新事業、今回は妻地区380ｍに

ついて更新を行います。現存する石綿セメン

ト管、現在7.6㎞ございますけれども、今後、

公共下水道工事に伴いまして、移設替えを行

う約2.3㎞を除きますと5.3㎞、石綿管が現在

市内に残っております。これは耐震性のある 

ダクタイル鋳鉄管というんですけれども、こ

の管に順次更新を行うつもりで現在進めてお

ります。 

 それで、今回、公共投資臨時交付金の対象

事業に認められましたので、今年は既に設計

委託料のみ当初予算と６月補正でお願いして

おりますけれども、来年度から工事を始める

予定でしたけれども、こういう交付金の対象

事業に採択されましたので、前倒しとして先

ほど 初に言いました妻地区380ｍ、この更新

事業を行います。場所につきましては、先ほ

どから企業誘致関連で話が出ておりましたけ

れども、たばこ産業、ＪＲの和歌山線の北側

の企業誘致用地、その北側に附属しておる市

道でございますけれども、洋服の青山の国道

を挟んだ向かい側から松谷仏具店の裏のとこ

ろまでの市道について更新を行います。 

○議長（中西峰雄君）21番 上久保君。 

○21番（上久保 修君）はい、わかりました。

これはまだまだ残っていますし、今後、この

部分については前倒ししているわけですけど

も、なかなか100％改修というか、更新はでき

ませんよね。要するにそういう工事があって

更新していくわけですので。ただ、僕も以前

に質問させていただきましたように、危険で

もないんでしょうけど、やっぱり気にされて

いる人が多いので、早急にその計画を立てて、

22年度の前倒しということですので、23年と

か24年とかいう部分についての計画の部分と

いうのはどういった感じで年次計画を立てら

れているのか、それだけ聞いておきます。 

○議長（中西峰雄君）上下水道部長。 

○上下水道部長（上田敬二君）来年度22年度

から５年間程度で順次行う予定をしておりま

したけれども、それぞれ１年、前へずれるか

どうか、それは今後の予算の関係でわかりま

せんけれども、一応継続して５年から６年か

けて行うつもりで計画を立てております。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第７号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決
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しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第７号 平成21年度橋本市水

道事業会計補正予算（第２号）について を

採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 
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